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    告     示 

和歌山県告示第1395号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者を次のとおり指定

したので公示する。 

  平成29年11月7日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害児通所支援

の  種  類
事業者の名称

事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日

3052100

116 

通園あこう 日高郡日高町高家6

31番地 

放課後等デイサー

ビス 

社会福祉法人太

陽福祉会 

日高郡美浜町和田11

38番地 

平成 

29.11.1 

 

和歌山県告示第1396号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

  平成29年11月7日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象

とする障害

種   別

事業者の名称
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日

3011000

571 

ケアセンター和

の里 

橋本市紀見ヶ丘

三丁目2番18号 

同行援護 

行動援護 

特定なし 株式会社公和 橋本市紀見ヶ丘

三丁目2番18号 

平成 

29.11.1 

 

和歌山県告示第1397号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

  平成29年11月7日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報
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事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象

とする障害

種   別

事業者の名称
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日

3011700

816 

ヘルパーステー

ションわかな 

紀の川市粉河16

22番地1 

居宅介護 

重度訪問介護

同行援護 

特定なし 株式会社プラ

ンテーション

紀の川市粉河16

22番地1 

平成 

29.11.1 

 

和歌山県告示第1398号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

  平成29年11月7日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象

とする障害

種   別

事業者の名称
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日

3011800

384 

訪問介護きさら

ぎ 

岩出市中島993

番地 バルビゾ

ンⅠ105号 

居宅介護 

重度訪問介護

同行援護 

特定なし 合同会社如月 岩出市中島993

番地 バルビゾ

ンⅠ105号 

平成 

29.11.1 

 

和歌山県告示第1399号 

 平成29年和歌山県告示第1295号（以下「告示第1295号」という。）で告示した保安林の指定施業要件の

変更予定に係る通知の相手方の所在が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定

により、その通知の内容を有田川町役場に掲示するとともに、その要旨を告示する。 

  平成29年11月7日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 所在が不分明である通知の相手方 

庄司佐右ヱ門 

庄司平右ヱ門 

下西太吉 

田又貞 

田又定助 

田又虎楠 

庄司繁松 

勘圖半助 

梶尾淺之助 

阪本虎 

前宇右ヱ門 

前治兵衛 

南辨之助 

平長兵衛 

平亀松 

前伊之助 

庄司利八 

曽我孫助 

田又千太郎 
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田又松兵衛 

中西庄助 

上西佐助 

藤畑市右ヱ門 

門丈右ヱ門 

平野彦七 

大家亀吉 

庄司太三 

田又敏 

上西利男 

南眞吾 

2 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び変更後の指定施

業要件 

告示第1295号のとおり 

 

和歌山県告示第1400号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」

という。）第7条第1項及び第9条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域として指定する。 

  平成29年11月7日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 

（1）土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流及び急傾斜地の崩壊 

（2）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称 

 高津尾川左支渓（5-385-1-011）、尾曽谷（5-385-1-013）、日高川右支渓（5-385-1-015）、日高川

右支渓（5-385-1-016）、日高川右支渓（5-385-1-017）、日高川左支渓（5-385-1-040）、伊佐の川左

支渓（5-385-2-005）、うるし谷（5-385-2-006）、中の峪谷（5-385-2-007）、伊佐の川右支渓（5-38

5-2-008）、伊佐の川右支渓（5-385-2-009）、八軒道谷（5-385-2-010）、棒木谷（5-385-2-011）、

大谷（5-385-2-012）、内の谷（5-385-2-014）、糸河谷川（5-385-2-015）、中木谷（5-385-2-016）、

日高川右支渓（5-385-2-017）、日高川左支渓（5-385-2-057）、日高川左支渓（5-384-1-019）、日高

川左支渓（5-384-2-016）、日高川左支渓（5-384-2-017）、花尻川（5-384-2-018）、日高川左支渓

（5-384-2-019）、日高川左支渓（5-386-1-021）、日高川左支渓（5-386-1-022）、日高川左支渓（5-

386-1-023）、日高川左支渓（5-386-1-901）、山野市川6（Ⅱ-4281）、山野市川7（Ⅱ-4282）、山野

市川8（Ⅱ-4283）、三百瀬（Ⅰ-3968）、三百瀬2・三百瀬（Ⅰ-3969）、三百瀬7（Ⅱ-4158）、三百瀬

8（Ⅱ-4159）、三百瀬3（Ⅱ-4161）、三百瀬4・三百瀬（Ⅱ-4167）、三百瀬（10）・三百瀬（Ⅱ-417

1）、三百瀬5（Ⅱ-4173）、三百瀬6（Ⅱ-4291）、三百瀬（101）（Ⅱ-50320）、三百瀬（102）（Ⅱ-5

0321）、三百瀬（103）（Ⅱ-50322）、川原河1（Ⅰ-1053）、川原河2（Ⅰ-3996）、川原河（Ⅱ-443

2）、皆瀬打尾1（Ⅱ-4451） 

（3）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

（4）法第9条第2項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

（平成13年政令第84号。以下「施行令」という。）で定める事項 

次の図書のとおり 
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 （「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び日高振興局建設

部並びに日高川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

2 土砂災害警戒区域 

（1）土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 

（2）土砂災害警戒区域の名称 

あし谷（5-385-1-014）、井の谷川（5-385-2-013） 

（3）土砂災害警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

（4）法第7条第1項に規定する施行令で定める事項 

次の図書のとおり 

 （「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び日高振興局建設

部並びに日高川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1401号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」

という。）第9条第1項の規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。 

  平成29年11月7日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流及び急傾斜地の崩壊 

2 土砂災害特別警戒区域の名称 

 垣内谷川（6-206-1-022）、小恒川1（6-206-2-048）、小恒川2（6-206-2-049）、小恒川右支渓（6-20

6-2-050）、小恒川3（6-206-2-051）、小恒川左支渓（6-206-2-052）、上野（6-403-1-023）、竹ノ又1

（6-403-2-018）、竹ノ又2（6-403-2-019）、西ノ又1（6-403-2-020）、西ノ又2（6-403-2-021）、田井

中1（6-403-2-022）、田井中2（6-403-2-023）、田井中3（6-403-2-024）、竹ノ又3（6-403-2-025）、

竹ノ又4（6-403-2-026）、弓場谷（6-403-2-027）、宮ノ平（6-403-2-028）、西郷川1（6-206-1-014）、

東郷川9（6-206-1-017）、東郷谷川（6-206-1-018）、東郷川6（6-206-1-020）、東郷川3（6-206-1-02

1）、カラ谷（6-206-1-024）、木道川2（6-206-1-025）、山口川（6-206-1-028）、山口谷川（6-206-1-

029）、日向川2（6-206-1-030）、瀬口川（6-206-1-031）、下ノ口川2（6-206-2-019）、西峰川（6-206

-2-020-1）、西峰川2（6-206-2-020-2）、長谷川（6-206-2-021）、西原川2（6-206-2-022）、西郷川右

支渓（6-206-2-023）、西原川5（6-206-2-024）、西原川3（6-206-2-025）、西原川1（6-206-2-026）、

西原川4（6-206-2-027）、荒堀川（6-206-2-029）、松葉川（6-206-2-030）、西郷川左支渓（6-206-2-0

31）、西郷川2（6-206-2-032）、西郷川左支渓（6-206-2-034）、東郷川1（6-206-2-035）、古野川1（6

-206-2-036）、古野川3（6-206-2-038）、東郷川2（6-206-2-039）、東郷川7（6-206-2-040）、加森川

（6-206-2-041）、知化地野川1（6-206-2-042-1）、知化地野川5（6-206-2-042-2）、知化地野川2（6-2

06-2-043）、小恒川右支渓（6-206-2-044）、美野原谷川（6-206-2-045）、知化地野川（6-206-2-046）、

知化地野川3（6-206-2-047）、東郷川4（6-206-2-053）、木道川1（6-206-2-054）、大関谷川（6-206-2

-055）、大関谷川2（6-206-2-056）、冬木川（6-206-2-057）、古野谷（6-206-2-060）、こら谷川（6-2

06-2-063）、白梅川（6-206-2-065）、新宮川右支渓（8-426-1-028）、折戸谷（8-426-1-029）、萩の谷

（8-426-1-030）、三越川左支渓（8-426-1-031）、音無川左支渓（8-426-2-023）、三越川左支渓（8-42

6-2-029）、静川右支渓（8-426-2-008）、大塔川左支渓（8-426-2-009）、平の谷川（8-426-1-002）、

新宮川右支渓（8-426-1-019）、上の谷（8-426-1-003）、中の谷（8-426-1-004）、下の谷（8-426-1-00

5）、大塔川左支渓（8-426-1-006）、稲成川右支渓（6-206-1-058）、谷下川4（6-206-1-059）、苗代谷
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川1（6-206-1-060）、長田川（6-206-1-061）、谷上川7（6-206-1-062）、谷上川4（6-206-1-063）、奧

江原川（6-206-1-064）、東江原川（6-206-1-069）、西沖代川1（6-206-2-094）、西沖代川2（6-206-2-

095）、稲成川右支渓（6-206-2-098）、谷中川1（6-206-2-099）、苗代谷川2（6-206-2-100）、藻岩川

（6-206-2-101）、岩屋川（6-206-2-102-2）、岩屋川（6-206-2-102-3）、岩屋川（6-206-2-102-4）、

谷上川1（6-206-2-103）、稲成川右支渓（6-206-2-104）、谷上川2（6-206-2-105）、稲成川右支渓（6-

206-2-106）、稲成川右支渓（6-206-2-107）、稲成川右支渓（6-206-2-108）、稲成川左支渓（6-206-2-

109）、谷上川8（6-206-2-110）、平岩川1（6-206-2-112）、蔵岩谷川（6-206-2-113）、蔵岩谷川（6-2

06-2-114）、谷上川5（6-206-2-115）、谷上川6（6-206-2-116）、稲成川左支渓（6-206-2-117）、長谷

川（6-206-2-118-1）、長谷川（6-206-2-118-2）、長谷川（6-206-2-118-3）、谷中川3（6-206-2-119）、

稲成川左支渓（6-206-2-120-1）、稲成川左支渓（6-206-2-120-2）、稲成川左支渓（6-206-2-121）、荒

光川1（6-206-2-123）、荒光川3（6-206-2-124）、荒光川右支渓（6-206-2-125）、谷下川1（6-206-2-1

27）、荒光川左支渓（6-206-2-128）、谷中2（6-206-3-017）、下川下1（6-403-2-029）、下川下2（6-4

03-2-030）、下川下3（6-403-2-031）、下川下4（6-403-2-032）、城戸（6-403-2-036）、平1（6-403-2

-050）、平2（6-403-2-051）、平3（6-403-2-052）、日高川左支渓（5-387-1-027）、大江谷（5-387-2-

052-1）、大江谷（5-387-2-052-2）、日高川左支渓（5-387-2-053）、葛谷川（6-206-1-016）、古野川2

（6-206-2-037）、坊ヶ谷川（6-206-2-122）、谷下1（6-206-3-012）、谷上2（6-206-3-014）、谷下2

（6-206-3-018）、谷下3（6-206-3-019）、北長川1（6-206-1-156）、田鶴川5（6-206-1-161）、跡之浦

川3（6-206-1-164）、北長川3（6-206-2-220）、北長川2（6-206-2-221）、田鶴川2（6-206-2-225）、

田鶴川3（6-206-2-226）、滝内川3（6-206-2-228）、滝内川2（6-206-2-229）、長崎川（6-206-2-230）、

内ノ浦川1（6-206-2-232）、内ノ浦川3（6-206-2-233）、仙波谷川2（6-206-2-235）、馬谷川1（6-206-

2-236）、馬谷川3（6-206-2-238）、中橋谷1（6-206-3-022）、中橋谷2（6-206-3-023）、中橋谷3（6-2

06-3-024）、中橋谷4（6-206-3-025）、中橋谷5（6-206-3-026）、柿平1（6-402-1-017）、関ノ平3（6-

402-1-018）、柿平2（6-402-2-056）、峰（6-402-2-057）、関ノ平1（6-402-2-058）、関ノ平2（6-402-

2-059）、城ノ峰（6-402-2-060）、近露2（6-402-2-062）、七石川（6-206-1-001）、井原川（6-206-1-

002-1）、井原川（6-206-1-002-2）、芋村川1（6-206-1-003）、芋村川3（6-206-1-005）、田川右支渓

（6-206-1-039）、団栗川（6-206-1-040）、田川（6-206-1-041）、大坊川2（6-206-1-042）、田中川2

（6-206-1-043）、田中川3（6-206-1-044）、松原川2（6-206-1-046）、松原川5（6-206-1-050）、大屋

谷川（6-206-2-002）、芳養川右支渓（6-206-2-003）、関ノ平4（6-402-1-901）、竹森通り（Ⅰ-2066）、

大居（Ⅰ-2068）、切畑・大居（Ⅰ-2070）、大居3（Ⅰ-2071）、大居4（Ⅰ-4732）、大居5（Ⅰ-4733）、

吉ヶ谷（Ⅱ-8383）、下向（Ⅱ-8392）、石神（Ⅰ-1330）、西山小垣（Ⅰ-2299）、上芳養石神1（Ⅰ-423

9）、上芳養西山小垣3（Ⅱ-5503）、上芳養西山小垣4（Ⅱ-5504）、上芳養西山小垣5（Ⅱ-5522）、上芳

養石神2（Ⅱ-5532）、上芳養石神3（Ⅱ-5533）、上芳養石神4（Ⅱ-5534）、上芳養石神5（Ⅱ-5535）、

上芳養石神6（Ⅱ-5536）、上芳養東山小垣1（Ⅱ-5537）、上芳養東山小垣2（Ⅱ-5538）、上芳養東山小

垣3（Ⅱ-5539）、上芳養石神7（Ⅱ-5542）、上芳養小垣10（Ⅲ-3001）、上芳養小垣11（Ⅲ-3002）、上

芳養石神8（Ⅲ-3003）、上芳養石神9（Ⅲ-3004）、上芳養石神11（Ⅲ-3006）、上芳養石神12（Ⅲ-300

7）、上芳養小垣12（Ⅲ-3008）、上芳養小垣13（Ⅲ-3009）、秋津川樫尾10（Ⅲ-3057）、上芳養1（Ⅱ-6

0139）、上芳養2（Ⅱ-60140）、上芳養8（Ⅱ-60146）、上芳養9（Ⅱ-60147）、上芳養12（Ⅱ-60150）、

上芳養13（Ⅱ-60151）、上芳養14（Ⅱ-60152）、上芳養15（Ⅱ-60153）、上芳養43（Ⅱ-60181）、上芳

養45（Ⅱ-60183）、上芳養48（Ⅱ-60186）、上霞（Ⅰ-1335）、上芳養古屋谷1（Ⅰ-4215）、上芳養木道

1（Ⅱ-5605）、上芳養木道2（Ⅱ-5606）、上芳養木道3（Ⅱ-5607）、上芳養冬木1（Ⅱ-5608）、上芳養

冬木2（Ⅱ-5609）、上芳養冬木3（Ⅱ-5610）、上芳養冬木4（Ⅱ-5611）、上芳養冬木5（Ⅱ-5612）、上

芳養冬木6（Ⅱ-5613）、上芳養皆平1（Ⅱ-5615）、上芳養皆平2（Ⅱ-5616）、上芳養皆平3（Ⅱ-5617）、

上芳養皆平4（Ⅱ-5618）、上芳養東郷8（Ⅱ-5572）、上芳養東郷9（Ⅱ-5573）、上芳養皆平5（Ⅲ-302

3）、上芳養皆平7（Ⅲ-3025）、上芳養古尾谷1（Ⅲ-3026）、上芳養古尾谷2（Ⅲ-3027）、上芳養古尾谷
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3（Ⅲ-3028）、上芳養古尾谷4（Ⅲ-3029）、上芳養古尾谷5（Ⅲ-3030）、上芳養木道4（Ⅲ-3031）、上

芳養木道5（Ⅲ-3032）、上芳養18（Ⅱ-60156）、上芳養30（Ⅱ-60168）、上芳養32（Ⅱ-60170）、上芳

養34（Ⅱ-60172）、上芳養35（Ⅱ-60173）、上芳養36（Ⅱ-60174）、上芳養37（Ⅱ-60175）、上芳養39

（Ⅱ-60177）、上芳養42（Ⅱ-60180）、松本（Ⅰ-2067）、大居6（Ⅱ-60125）、大居9（Ⅱ-60128）、大

居10（Ⅱ-60129）、大居12（Ⅱ-60131）、大居13（Ⅱ-60132）、大居14（Ⅱ-60133）、下小垣（Ⅰ-133

3）、上芳養西郷1（Ⅰ-4201）、上芳養東郷2（Ⅰ-4210）、上芳養東郷4（Ⅰ-4212）、上芳養荒堀3（Ⅱ-

5508）、東山小垣2（Ⅰ-1329）、知化地野（Ⅰ-1327）、上小垣2（Ⅰ-1334）、上小垣3（Ⅰ-1336）、上

芳養小垣1（Ⅰ-4202）、上芳養荒堀1（Ⅰ-4203）、上芳養東郷1（Ⅰ-4209）、上芳養東郷3（Ⅰ-4211）、

上芳養下ノ口1（Ⅰ-4208）、上芳養西山小垣1（Ⅱ-5501）、上芳養小垣3（Ⅱ-5506）、上芳養小垣2（Ⅱ

-5505）、上芳養荒堀2（Ⅱ-5507）、上芳養荒堀5（Ⅱ-5510）、上芳養荒堀6（Ⅱ-5511）、上芳養荒堀7

（Ⅱ-5512）、上芳養荒堀8（Ⅱ-5513）、上芳養松葉1（Ⅱ-5514）、上芳養松葉2（Ⅱ-5515）、上芳養松

葉3（Ⅱ-5516）、上芳養荒堀9（Ⅱ-5517）、上芳養荒堀10（Ⅱ-5518）、上芳養荒堀11（Ⅱ-5519）、上

芳養小垣4（Ⅱ-5520）、上芳養49（Ⅱ-60187）、上芳養50（Ⅱ-60188）、上芳養51（Ⅱ-60189）、上芳

養52（Ⅱ-60190）、上芳養53（Ⅱ-60191）、上芳養54（Ⅱ-60192）、上芳養55（Ⅱ-60193）、上芳養56

（Ⅱ-60194）、上芳養57（Ⅱ-60195）、上芳養（101）（Ⅰ-64754）、上芳養（102）（Ⅱ-68465）、上

芳養（103）（Ⅰ-64755）、上芳養（104）（Ⅰ-64756）、上芳養（105）（Ⅱ-68461）、上芳養（106）

（Ⅱ-68462）、上芳養（107）（Ⅰ-64757）、上芳養（108）（Ⅱ-68463）、上芳養（109）（Ⅱ-68464）、

上芳養（110）（Ⅱ-68466）、稲成（101）（Ⅰ-64758）、稲成（102）（Ⅰ-64759）、東山小垣1（Ⅰ-13

28）、上芳養西山小垣2（Ⅱ-5502）、上芳養小垣5（Ⅱ-5540）、上芳養小垣6（Ⅱ-5541）、上芳養東山

小垣4（Ⅱ-5543）、上芳養東山小垣5（Ⅱ-5544）、上芳養小垣7（Ⅱ-5545）、上芳養小垣8（Ⅱ-5546）、

上芳養東山小垣6（Ⅱ-5547）、上芳養小垣9（Ⅱ-5548）、上芳養東郷5（Ⅱ-5564）、上芳養日向1（Ⅱ-5

565）、上芳養東郷6（Ⅱ-5566）、上芳養西原1（Ⅱ-5567）、上芳養下ノ口2（Ⅱ-5568）、上芳養西原2

（Ⅱ-5570）、上芳養東郷7（Ⅱ-5571）、上芳養東郷10（Ⅱ-5574）、上芳養東郷11（Ⅱ-5575）、上芳養

東郷12（Ⅱ-5576）、上芳養東郷13（Ⅱ-5577）、上芳養東郷14（Ⅱ-5578）、上芳養東郷15（Ⅱ-5579）、

上芳養日向2（Ⅱ-5580）、上芳養古野（Ⅱ-5581）、上芳養西郷2（Ⅱ-5582）、上芳養東郷16（Ⅱ-558

3）、上芳養下ノ口3（Ⅱ-5584）、上芳養下ノ口4（Ⅱ-5585）、上芳養下ノ口5（Ⅱ-5586）、上芳養下ノ

口6（Ⅱ-5587）、上芳養下ノ口7（Ⅱ-5588）、上芳養古屋谷2（Ⅱ-5614）、東郷（Ⅱ-6606）、上芳養石

神10（Ⅲ-3005）、上芳養小垣14（Ⅲ-3010）、上芳養小垣15（Ⅲ-3011）、上芳養知化地野1（Ⅲ-3012）、

上芳養知化地野2（Ⅲ-3013）、上芳養西郷3（Ⅲ-3014）、上芳養西郷4（Ⅲ-3015）、上芳養東郷17（Ⅲ-

3016）、上芳養加森1（Ⅲ-3017）、上芳養加森2（Ⅲ-3018）、上湯ノ又（Ⅰ-1132）、湯ノ又古宮（Ⅰ-4

017）、湯ノ又上湯ノ又1（Ⅰ-4020）、湯ノ又上湯ノ又2（Ⅰ-4021）、湯ノ又塚2（Ⅰ-4026）、湯ノ又原

（Ⅰ-4027）、広井原和田（Ⅰ-4028）、小又川小又川口2（Ⅱ-4567）、湯ノ又上湯ノ又（Ⅱ-4573）、湯

ノ又柿ノ原1（Ⅱ-4576）、柿ノ原（Ⅱ-4578）、湯ノ又柿ノ原2（Ⅱ-4579）、湯ノ又塚（Ⅱ-4582）、湯

野又田野野（Ⅱ-4584）、湯ノ又龍2（Ⅰ-60252）、湯ノ又上湯ノ又3（Ⅱ-60253）、湯ノ又国戸3（Ⅱ-60

254）、湯ノ又国戸4（Ⅱ-60255）、上芳養荒堀12（Ⅱ-5521）、上芳養東郷19（Ⅲ-3020）、上芳養東郷2

1（Ⅲ-3022）、上芳養西郷6（Ⅲ-3124）、上芳養西郷7（Ⅲ-3125）、上芳養西郷8（Ⅲ-3126）、上芳養

西郷9（Ⅲ-3127）、上芳養下芝（Ⅲ-3129）、上芳養下ノ口8（Ⅲ-3131）、上芳養下ノ口9（Ⅲ-3132）、

上芳養下ノ口10（Ⅲ-3133）、上芳養日用1（Ⅲ-3134）、上芳養58（Ⅱ-60256）、上芳養60（Ⅱ-60258）、

上芳養62（Ⅱ-60260）、上芳養63（Ⅲ-60261）、上芳養64（Ⅲ-60262）、上芳養65（Ⅱ-60263）、上芳

養66（Ⅱ-60264）、上芳養67（Ⅱ-60265）、上芳養68（Ⅲ-60266）、上芳養69（Ⅲ-60267）、上芳養70

（Ⅱ-60268）、上芳養71（Ⅲ-60269）、上芳養72（Ⅱ-60270）、上芳養73（Ⅱ-60271）、上芳養3（Ⅱ-6

0141）、上芳養4（Ⅱ-60142）、上芳養5（Ⅱ-60143）、上芳養6（Ⅱ-60144）、上芳養7（Ⅱ-60145）、

上芳養10（Ⅱ-60148）、上芳養11（Ⅱ-60149）、上芳養16（Ⅱ-60154）、上芳養17（Ⅱ-60155）、上芳

養19（Ⅱ-60157）、上芳養20（Ⅱ-60158）、上芳養21（Ⅱ-60159）、上芳養23（Ⅱ-60161）、上芳養24
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（Ⅱ-60162）、上芳養25（Ⅱ-60163）、上芳養26（Ⅱ-60164）、上芳養27（Ⅱ-60165）、上芳養29（Ⅱ-

60167）、上芳養31（Ⅱ-60169）、上芳養33（Ⅱ-60171）、上芳養40（Ⅱ-60178）、上芳養44（Ⅱ-6018

2）、上芳養47（Ⅱ-60185）、上芳養74（Ⅱ-60272）、上芳養76（Ⅱ-60274）、上芳養78（Ⅱ-60276）、

上芳養79（Ⅱ-60277）、上芳養80（Ⅱ-60278）、上芳養81（Ⅱ-60279）、上芳養82（Ⅱ-60280）、上芳

養83（Ⅱ-60281）、上芳養84（Ⅱ-60282）、上芳養85（Ⅱ-60283）、上芳養86（Ⅱ-60284）、上芳養87

（Ⅱ-60285）、上芳養88（Ⅱ-60286）、上芳養89（Ⅰ-60287）、上芳養90（Ⅰ-60288）、上芳養91（Ⅱ-

60289）、上芳養92（Ⅱ-60290）、上芳養93（Ⅱ-60291）、上芳養94（Ⅱ-60292）、上芳養95（Ⅱ-6029

3）、上芳養96（Ⅱ-60294）、上芳養97（Ⅱ-60295）、上芳養98（Ⅱ-60296）、上芳養99（Ⅱ-60297）、

上芳養100（Ⅱ-60298）、上芳養111（Ⅰ-60299）、上芳養112（Ⅱ-60300）、上芳養113（Ⅱ-60301）、

上芳養114（Ⅱ-60302）、上芳養115（Ⅱ-60303）、上芳養116（Ⅰ-60304）、上芳養117（Ⅱ-60305）、

上芳養118（Ⅱ-60306）、上芳養119（Ⅱ-60307）、上芳養120（Ⅱ-60308）、上芳養121（Ⅱ-60309）、

上芳養122（Ⅱ-60310）、上芳養123（Ⅱ-60311）、上芳養124（Ⅱ-60312）、上芳養125（Ⅱ-60313）、

上芳養126（Ⅱ-60314）、上芳養128（Ⅱ-60316）、上芳養129（Ⅱ-60317）、上芳養130（Ⅱ-60318）、

上芳養131（Ⅱ-60319）、上芳養132（Ⅱ-60320）、上芳養133（Ⅱ-60321）、上芳養134（Ⅱ-60322）、

上芳養135（Ⅱ-60323）、上芳養136（Ⅱ-60324）、上芳養137（Ⅱ-60325）、上芳養138（Ⅱ-60326）、

上芳養139（Ⅱ-60327）、上芳養140（Ⅱ-60328）、上芳養141（Ⅱ-60329）、上芳養142（Ⅱ-60330） 

3 土砂災害特別警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

4 法第9条第2項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

（平成13年政令第84号）で定める事項 

次の図書のとおり 

 （「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び西牟婁振興局建

設部並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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